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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

回次 第46期中 第47期中 第48期中 第46期 第47期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

営業収益 

（うち受入手数料） 
(百万円) ― 

2,943 

(2,016) 

1,949 

(1,125) 

4,702 

(3,151) 

6,350 

(4,698) 

純営業収益 (百万円) ― 2,902 1,911 4,627 6,269 

経常利益 (百万円) ― 1,197 303 1,364 2,732 

中間（当期）純利益 (百万円) ― 571 152 1,385 1,421 

持分法を適用した場合の

投資利益 
(百万円) ― ― ― ― ― 

資本金 (百万円) ― 2,703 5,954 2,703 5,954 

発行済株式総数 (株) ― 46,720 63,720 4,672,000 63,720 

純資産額 (百万円) ― 5,118 13,660 4,895 13,891 

総資産額 (百万円) ― 29,128 32,133 22,108 29,556 

１株当たり純資産額 (円) ― 109,547.98 214,381.92 1,047.91 218,015.72 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
(円) ― 12,234.35 2,390.39 296.53 29,627.32 

潜在株式調整後１株当た

り中間(当期)純利益金額 
(円) ― ― 2,319.30 ― 28,617.49 

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 75.00 6,000.00 

自己資本比率 (％) ― 17.6 42.5 22.1 47.0 

自己資本規制比率 (％) ― 378.1 970.5 346.6 1,032.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) ― 1,384 △2,122 △1,138 △4,648 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) ― △42 △158 320 △208 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) ― △350 △377 △116 7,524 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
(百万円) ― 3,099 2,117 2,107 4,775 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
(人) ― 

198 

(―) 

220 

(―) 

179 

(―) 

195 

(―) 



 （注）１．当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。 

２．当社は第47期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

３．自己資本規制比率は証券取引法の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」の定めによ

り、決算数値をもとに算出したものであります。 

４．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第46期は潜在株式が存在しないため、記載しており

ません。また、第47期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権の残高があり

ますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価の把握ができないため記載しておりません。 

６．平均臨時雇用者数は従業員数の10％未満のため記載しておりません。 

７．消費税及び地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。 

８．当社は、平成17年８月１日付で株式100株を１株に併合を行っております。 

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）１．臨時雇用者数は従業員数の10％未満のため記載しておりません。 

２．従業員数が平成18年３月期末と比較して25名増加しましたのは、定期及び期中採用によるものであります。

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 220 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間会計期間のわが国経済は、企業の旺盛な設備投資が成長を牽引する一方、雇用情勢の改善を受けた個人消費

が緩やかな拡大を続けました。  

 こうしたなか、東京株式市場は、ボックスレンジ内での動きに終始しました。４月にはデフレ脱却期待から、平均

株価は17,500円台を回復しましたが、その後は日米の金融政策の先行き不透明感や原油価格の高騰を嫌気して急落し

ました。しかし中間期末に向けては、好調な企業業績を評価した買いや米国株高による投資マインドの好転を受け

て、平均株価は戻り歩調を辿りました。ただ、商いは低調であり、株価指数先物の動きに振られやすい展開となりま

した。 

 他方、債券相場は、日銀がゼロ金利政策を解除したものの、米国の景気減速懸念もあって強含みで推移しました。

当初は、ゼロ金利解除後も日銀は金融政策の正常化に向けて利上げを急ぐとの見方が台頭し、10年債利回りは一時

２％を上回りましたが、基準改定に伴って消費者物価指数が下振れすると、今度は日銀の早期利上げ観測が後退し、

10年債利回りは1.6％まで低下しました。 

 このような状況のもと、当中間会計期間の営業収益は19億49百万円（前年同期比66.2％）、経常利益は３億３百万

円（同25.4％）、中間純利益は１億52百万円（同26.6％）となりました。 

 当中間会計期間の主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。 

①受入手数料 

 当中間会計期間の受入手数料は、11億25百万円（前年同期比55.8％）となりました。内訳は以下のとおりであり

ます。 

ａ．委託手数料 

 当中間会計期間における東証１日平均出来高は、19億16百万株（前年同期比92.9％）、同売買代金は２兆

5,772億円（同152.3％）となりました。当社の受託売買代金は1,676億51百万円（同62.0％）となり、株式委

託手数料収入は９億88百万円（同58.6％）となりました。債券委託手数料等を加えた委託手数料合計は９億98

百万円（同59.0％）となりました。 

ｂ．引受け・売出し手数料 

 当中間会計期間における株式発行市場での公開引受業務の主幹事としての実績はなかったため、引受け・売

出し手数料は４百万円（前年同期比2.1％）となりました。 

ｃ．募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料 

 当中間会計期間の受益証券の募集・売出しの取扱高は、28億95百万円（前年同期比141.0％）となり、受益

証券の取扱手数料は78百万円（同177.1％）となりました。その他株券等を加えた募集・売出しの取扱手数料

合計は84百万円（同178.9％）となりました。 

 また、投資信託の代行手数料が中心であるその他の受入手数料は38百万円（同84.5％）となりました。 

②トレーディング損益 

 前事業年度に引き続き外債の販売等に注力しました結果、４億49百万円（前年同期比81.7％）の利益となりまし

た。 

③金融収支 

 信用取引に係る信用取引収益等が増加したことにより、金融収益１億99百万円（前年同期比180.0％）から金融

費用37百万円（同91.3％）を差し引いた金融収支は１億61百万円（同231.8％）の利益となりました。 

④その他の営業収益 

 主として他の事業者の経営に関する相談に応じる業務に対する手数料を計上しており、合計は１億74百万円（前

年同期比65.8％）となりました。 

⑤販売費・一般管理費 

 当中間会計期間は、東京支店の増床により不動産関係費等が増加いたしましたが、経費削減に努めました結果、

販売費・一般管理費は16億９百万円（前年同期比94.6％）となりました。 



⑥特別損失 

 当中間会計期間の特別損失は、固定資産処分損33百万円によるものであります。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高状況は、前事業年度末に比べ26億57百万円の減少となり、

21億17百万円となりました。 

 当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度における46億48百万円の支出から21億22百万円の支出とな

りました。 

 これは、税引前中間純利益２億70百万円及び顧客分別金信託11億90百万円の減少による収入がありました一

方、信用取引における自己融資額の増加によって信用取引資産及び信用取引負債の増減額が８億25百万円の支

出、預り金、受入保証金の減少による支出12億38百万円及び法人税等の支払いによる12億15百万円の支出となっ

たこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、東京支店の増床による有形固定資産の取得等により１億25百万円の支

出、長期差入保証金の差入による40百万円の支出及び長期差入保証金の返還による４百万円等の収入がありまし

たため、差引１億58百万円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額３億77百万円によるものであります。 



２【業務の状況】 

前中間会計期間及び当中間会計期間における業務の状況は次のとおりであります。 

(1）受入手数料の内訳 

(2）トレーディング損益の内訳 

期別 区分 
株券 

（百万円） 
債券 

（百万円） 
受益証券 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～ 

平成17年９月） 

委託手数料 1,687 1 2 ― 1,691 

引受け・売出し手数料 233 ― ― ― 233 

募集・売出しの取扱手

数料 
2 0 44 ― 47 

その他の受入手数料 24 0 20 ― 45 

計 1,948 1 66 ― 2,016 

当中間会計期間 

（平成18年４月～ 

平成18年９月） 

委託手数料 988 0 9 ― 998 

引受け・売出し手数料 4 ― ― ― 4 

募集・売出しの取扱手

数料 
4 0 78 ― 84 

その他の受入手数料 11 0 26 ― 38 

計 1,009 1 114 ― 1,125 

区分 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

計 
（百万円） 

実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

計 
（百万円） 

株券等トレーディング損益 43 ― 43 3 ― 3 

債券等・その他のトレーディン

グ損益 
506 ― 506 446 ― 446 

債券等トレーディング損益 506 ― 506 446 ― 446 

その他のトレーディング損益 ― ― ― ― ― ― 

計 550 ― 550 449 ― 449 



(3）自己資本規制比率 

 （注） 上記は証券取引法第52条第１項の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」（平成13年内

閣府令第23号）の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。 

なお、当中間会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は３百万円、月末最大値は14百万円、取引先リスク相

当額の月末平均額は435百万円、月末最大値は472百万円であります。 

区分 
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日）

基本的項目 資本合計 （百万円）(A) 5,115 13,657 

補完的項目 

評価差額金（評価益）等 （百万円） 2 2 

証券取引責任準備金等 （百万円） 69 62 

一般貸倒引当金 （百万円） 4 6 

長期劣後債務 （百万円） ― ― 

短期劣後債務 （百万円） ― ― 

計 （百万円）(B) 77 71 

控除資産   （百万円）(C) 766 1,094 

固定化されていない自己資本 

(A)＋(B)－(C) 
（百万円）(D) 4,426 12,634 

リスク相当額 

市場リスク相当額 （百万円） 0 0 

取引先リスク相当額 （百万円） 301 447 

基礎的リスク相当額 （百万円） 868 853 

計 （百万円）(E) 1,170 1,301 

自己資本規制比率 (D)／(E)×100 （％） 378.1 970.5 



(4）有価証券の売買等業務の状況 

① 有価証券の売買の状況（先物取引を除く） 

 前中間会計期間及び当中間会計期間における有価証券の売買の状況（証券先物取引等を除く）は次のとおりで

あります。 

イ．株券 

ロ．債券 

ハ．受益証券 

ニ．その他 

 該当事項はありません。 

② 証券先物取引等の状況 

 前中間会計期間及び当中間会計期間における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。 

イ．株式に係る取引 

ロ．債券に係る取引 

 該当事項はありません。 

区分 
受託 

（百万円） 
自己 

（百万円） 
合計 

（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～平成17年９月） 
270,551 3,067 273,619 

当中間会計期間 

（平成18年４月～平成18年９月） 
167,651 2,781 170,432 

区分 
受託 

（百万円） 
自己 

（百万円） 
合計 

（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～平成17年９月） 
13,916 ― 13,916 

当中間会計期間 

（平成18年４月～平成18年９月） 
9,730 77 9,807 

区分 
受託 

（百万円） 
自己 

（百万円） 
合計 

（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～平成17年９月） 
2,181 ― 2,181 

当中間会計期間 

（平成18年４月～平成18年９月） 
5,810 ― 5,810 

区分 

先物取引 オプション取引 
合計 

（百万円） 受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～平成17年９月） 
― ― 16,663 ― 16,663 

当中間会計期間 

（平成18年４月～平成18年９月） 
― ― 75,690 ― 75,690 



③ 有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱業務の状況 

 前中間会計期間及び当中間会計期間における有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱

い業務の状況は、次のとおりであります。 

イ．株  券 

ロ．債  券 

ハ．受益証券 

ニ．その他 

 コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。 

区分 
引受高 
（百万円） 

売出高 
（百万円） 

募集の取扱高 
（百万円） 

売出しの取扱高 
（百万円） 

私募の取扱高 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～ 

平成17年９月） 

4,006 3,734 ― 149 ― 

当中間会計期間 

（平成18年４月～ 

平成18年９月） 

122 126 68 58 ― 

期別 種類 
引受高 
（百万円） 

売出高 
（百万円） 

募集の取扱高 
（百万円） 

売出しの取扱高 
（百万円） 

私募の取扱高 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～ 

平成17年９月） 

国債 ― ― 31 ― ― 

地方債 ― ― ― ― ― 

特殊債 ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― ― 

外国債券 ― 12,360 ― ― ― 

合計 ― 12,360 31 ― ― 

当中間会計期間 

（平成18年４月～ 

平成18年９月） 

国債 ― ― 21 ― ― 

地方債 ― ― ― ― ― 

特殊債 ― ― ― ― ― 

社債 ― ― ― ― 100 

外国債券 ― 9,466 ― ― ― 

合計 ― 9,466 21 ― 100 

区分 
引受高 
（百万円） 

売出高 
（百万円） 

募集の取扱高 
（百万円） 

売出しの取扱高 
（百万円） 

私募の取扱高 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～ 

平成17年９月） 

― ― 2,054 ― ― 

当中間会計期間 

（平成18年４月～ 

平成18年９月） 

― ― 2,895 ― ― 



(5）その他の業務の状況 

 前中間会計期間及び当中間会計期間におけるその他の業務の状況は、次のとおりであります。 

① 証券投資信託受益証券の収益金、償還金及び一部解約金支払の代理業務 

② 有価証券の貸借及びこれに伴う業務（信用取引に係る顧客への融資及び貸証券業務） 

 （注） 数量には、証券投資信託受益証券の１口を１株として含めております。 

③ 有価証券の保護預り業務 

 （注） 受益証券の欄の（ ）には、累積投資業務に係る有価証券を記載しております。 

④ その他の商品の売買の状況 

 該当事項はありません。 

区分 取扱高（百万円） 

前中間会計期間 

（平成17年４月～平成17年９月） 
4,106 

当中間会計期間 

（平成18年４月～平成18年９月） 
953 

区分 

顧客の委託に基づいて行った融資
額とこれにより顧客が買付けてい
る証券の数量 

顧客の委託に基づいて行った貸証
券の数量とこれにより顧客が売付
けている代金 

数量（千株） 金額（百万円） 数量（千株） 金額（百万円） 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
24,202 13,723 314 822 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
19,368 21,826 21 70 

期別 区分 国内有価証券 外国有価証券 

前中間会計期間末 

（平成17年 

９月30日） 

株券（千株） 196,568 66,478 

債券（百万円） 789 10,682 

受益証券 

単位型（百万円） 61 

769 
追加型 

株式（百万円） 5,028 

債券（百万円） 
(2,822) 

2,893 

新株引受権証書（百万円） ― ― 

当中間会計期間末 

（平成18年 

９月30日） 

株券（千株） 174,243 2,054 

債券（百万円） 706 9,480 

受益証券 

単位型（百万円） ― 

623 
追加型 

株式（百万円） 6,604 

債券（百万円） 
(1,740) 

1,785 

新株引受権証書（百万円） ― ― 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった東京支店の統括業務・営業設備の拡張については、平成

18年６月に完了し使用を開始しております。 

 また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

（平成16年６月28日開催の定時株主総会決議及び平成17年６月22日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の

発行） 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 250,000 

計 250,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月28日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 63,720 63,720 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
― 

計 63,720 63,720 ― ― 

区分 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 2,144 2,046 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,144 2,046 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 54,400 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年６月23日 

至 平成24年６月22日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   54,400 

資本組入額  27,200 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行使はでき

ないものとする。 

②新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者及びその者

から相続によって新株予約権を

取得した者において、これを行

使することを要する。 

③新株予約権は、当社の取締役、

監査役、顧問、嘱託社員、従業

員の地位にある者において行う

ことを要する。ただし、取締役

会で承認された者及び権利承継

者についてはこの限りでない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 同左 

代用払込みに関する事項  ― ―  



 （注）１．新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ次の算式

により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社がこの行使価額を下回る払込金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場

合を除く。）を行うときは、次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。 

２．平成17年６月28日開催の定時株主総会決議により、平成17年８月１日付で100株を１株とする株式併合を行

っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

３．平成18年11月30日現在34名が退職等により権利を喪失しております。 

（平成17年９月26日開催の臨時株主総会決議及び平成17年12月28日開催の取締役会決議に基づく、新株予約権の

発行） 

 （注） 新株予約権発行後、当社が株式の分割又は併合を行う場合、行使価額は分割又は併合の比率に応じ次の算式に

より調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、当社がこの行使価額を下回る払込金額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合

を除く。）を行うときは、次の算式により調整するものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げ

る。 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

調整後行使価額＝ 
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 263 263 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 263 263 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 137,000 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成19年12月29日 

至 平成24年12月28日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   137,000 

資本組入額  68,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①各新株予約権の一部行使はでき

ないものとする。 

②新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者及びその者

から相続によって新株予約権を

取得した者において、これを行

使することを要する。 

③新株予約権は、当社の取締役、

監査役、顧問、嘱託社員、従業

員の地位にある者において行う

ことを要する。ただし、取締役

会で承認された者及び権利承継

者についてはこの限りでない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要する。 同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

調整後行使価額＝ 
既発行株式数×調整前行使価額＋新規発行株式数×１株当たり払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4）【大株主の状況】 

（注）１．発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 

２．上記資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株数300株は、信託業務に係るものであります。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が５株含まれております。また、「議決権の

数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。 

年月日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高（百万円） 

平成18年４月１日～ 

平成18年９月30日 
― 63,720 ― 5,954 ― 5,056 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

川路 耕一 東京都港区 31,017 48.67 

ＫＹエンタープライズ株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目21番２号 4,438 6.96 

川路 洋子 東京都港区 2,000 3.13 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 1,102 1.72 

川路 猛 東京都目黒区 1,050 1.64 

豊田 直邦 東京都世田谷区 670 1.05 

株式会社ベルテクノ 愛知県一宮市開明郷中45番地 400 0.62 

資産管理サービス信託銀行株式

会社  

東京都中央区晴海一丁目８番12号 

晴海アイランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟 

300 0.47 

市村 洋文 東京都杉並区 296 0.46 

KOBE証券従業員持株会 
東京都港区西新橋一丁目６番21号 

ＮＢＦ虎ノ門ビル７階 
249 0.39 

計 ― 41,522 65.16 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 63,720 63,720 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 63,720 ― ― 

総株主の議決権 ― 63,720 ― 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）新任役員 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 489,000 392,000 298,000 312,000 250,000 235,000 

最低（円） 380,000 260,000 221,000 200,000 208,000 175,000 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

就任年月日

取締役社長 代表取締役 石井 秀明 昭和24年１月１日生

昭和46年４月 野村證券株式会社入社 

平成２年６月 同社取締役 

平成４年６月 野村證券投資信託委託株式会社

（現野村アセットマネジメント株

式会社）常務取締役 

平成10年６月 コスモ証券株式会社顧問 

同社代表取締役専務取締役 

平成13年６月 同社代表取締役副社長 

平成15年７月 野村土地建物株式会社顧問 

平成17年３月 光陽ホールディングス株式会社専

務取締役（現任） 

三貴商事株式会社専務取締役（現

任） 

光陽ビジネスサービス株式会社代

表取締役社長（現任） 

0 

平成19年 

２月28日 

（予定） 

専務取締役 代表取締役 黒鳥 浩 昭和27年11月21日生

昭和51年４月 野村證券株式会社入社 

昭和63年12月 野村インターナショナル（野村證

券ロンドン現地法人）債券営業部

長 

平成５年５月 野村バンク・スイス（野村證券ス

イス現地法人）社長兼株式会社野

村総合研究所スイス現地法人取締

役 

平成11年12月 株式会社上田ファイナンシャル・

エンジニアリング常務取締役 

平成13年６月 薬配株式会社代表取締役最高執行

責任者 

平成17年３月 FROMEAST証券株式会社取締役（非

常勤） 

平成17年９月 同社取締役副社長 

平成18年10月 光陽ホールディングス株式会社上

席執行役員（現任） 

0 

平成19年 

２月28日 

（予定） 

 



（注）1．所有株式数については、提出日現在で記載しております。 

2．平成18年12月28日開催の取締役会において、上記５名を平成19年２月28日開催予定の臨時株主総会及び同日開

催予定の取締役会をもって就任することを内定いたしました。 

3．取締役川路猛は取締役川路耕一の長男であります。 

(2）退任役員 

（注）平成18年12月28日開催の取締役会において、代表取締役会長土田暢、代表取締役社長石松幸友、代表取締役副社

長河村彰及び取締役原口邦幸は、平成19年２月28日開催予定の臨時株主総会の終了をもって辞任することを内定

いたしました。 

(3）役職の異動 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（株） 

就任年月日

取締役   川路  猛 昭和49年12月３日生

平成10年10月 Refco Overseas Ltd.入社 

平成11年３月  三貴商事株式会社入社 

平成11年５月  こうべ証券株式会社（現ＫＯＢＥ

証券株式会社）出向 

平成12年４月 当社入社 

平成17年７月 当社執行役員（現任） 

1,050 

平成19年 

２月28日 

（予定） 

取締役   浅田  猛  昭和24年11月28日生

昭和49年４月 大阪屋證券株式会社（現コスモ証

券株式会社）入社 

平成９年４月  同社札幌支店長 

平成12年６月 同社執行役員リテール部門担当 

平成15年４月  同社執行役員コンプライアンス担

当 

平成15年６月 同社コーポレートアドバイザー 

平成16年６月  同社理事経営職監査部 

平成18年10月  三貴商事株式会社ファンドマーケ

ティング部副本部長（現任） 

0 

平成19年 

２月28日 

（予定） 

取締役 

（非常勤） 
  岩田 拓朗 昭和33年4月14日生 

平成４年４月 児玉・齋藤法律事務所入所 

平成12年10月 岩田法律事務所開設所長 

平成13年２月 第一東京弁護士会広報・調査室嘱

託 

平成15年３月 半蔵門総合法律事務所設立（現

任） 

0 

平成19年 

２月28日 

（予定） 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役副社長 代表取締役 市村 洋文 平成18年12月20日 

取締役会長 代表取締役 土田  暢 平成19年２月28日（予定）

取締役社長 代表取締役 石松 幸友 平成19年２月28日（予定）

取締役副社長 
代表取締役 

管理部門統括 
河村  彰 平成19年２月28日（予定）

取締役 ― 原口 邦幸 平成19年２月28日（予定）

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役副社長 
代表取締役 

管理部門統括 
取締役副社長 代表取締役 河村  彰 平成18年12月20日 

取締役 ― 常務取締役 管理部門統括 原口 邦幸 平成18年12月20日 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「証券会社に関する内閣府

令」（平成10年総理府令・大蔵省令第32号）及び「証券業経理の統一について」（昭和49年11月14日付日本証券業協

会理事会決議）に準拠して財務諸表を作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人

により中間監査を受けております。 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年２月３日提出の有価証券届出書に添付されたものによっ

ております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

流動資産           

現金・預金     706 566   514 

預託金     12,981 8,388   12,276 

約定見返勘定     68 0   0 

信用取引資産     14,245 21,888   15,456 

信用取引貸付金   13,723   21,826 15,334   

信用取引借証券 
担保金 

  521   62 121   

短期差入保証金     30 40   60 

未収収益     194 219   197 

繰延税金資産     201 61   173 

その他の流動資産     24 75   89 

貸倒引当金     △4 △6   △5 

流動資産計     28,446 97.7 31,234 97.2   28,762 97.3

固定資産           

有形固定資産 ※１   129 241   184 

無形固定資産     24 43   23 

投資その他の資産     527 613   585 

投資有価証券 ※２ 331   332 334   

長期差入保証金   192   264 228   

その他   3   16 21   

貸倒引当金   △0   △0 △0   

固定資産計     682 2.3 898 2.8   793 2.7

資産合計     29,128 100.0 32,133 100.0   29,556 100.0 

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

流動負債           

信用取引負債     10,931 10,478   4,870 

信用取引借入金 ※２ 10,108   10,407 4,582   

信用取引貸証券 
受入金 

  822   70 288   

預り金     9,888 6,353   7,177 

受入保証金     1,614 1,201   1,616 

未払費用     469 117   252 

未払法人税等 ※３   714 19   1,245 

役員賞与引当金     25 9   118 

その他の流動負債     67 12   75 

流動負債計     23,710 81.4 18,191 56.6   15,356 52.0

固定負債           

退職給付引当金     89 95   96 

長期未払金     136 115   136 

その他の固定負債     4 7   11 

固定負債計     230 0.8 219 0.7   245 0.8

特別法上の準備金           

証券取引責任準備金 ※４   69 62   62 

特別法上の準備金計     69 0.2 62 0.2   62 0.2

負債合計     24,010 82.4 18,472 57.5   15,664 53.0



  
前中間会計期間末 
（平成17年9月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年9月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

資本金     2,703 9.3 ― ―   5,954 20.2

資本剰余金           

資本準備金   386   ― 5,056   

資本剰余金合計     386 1.3 ― ―   5,056 17.1

利益剰余金           

利益準備金   86   ― 86   

任意積立金   984   ― 984   

中間(当期)未処分利益   955   ― 1,805   

利益剰余金合計     2,026 7.0 ― ―   2,876 9.7

その他有価証券評価 
差額金 

    2 0.0 ― ―   4 0.0

資本合計     5,118 17.6 ― ―   13,891 47.0

負債・資本合計     29,128 100.0 ― ―   29,556 100.0 

（純資産の部）            

株主資本                  

資本金    ― ―  5,954 18.5  ― ― 

資本剰余金            

資本準備金   ―   5,056   ―   

資本剰余金合計    ― ―  5,056 15.8  ― ― 

利益剰余金            

利益準備金   ―   86   ―   

その他利益剰余金               

別途積立金   ―   984   ―   

繰越利益剰余金   ―   1,575   ―   

利益剰余金合計    ― ―  2,646 8.2  ― ― 

株主資本合計    ― ―  13,657 42.5  ― ― 

評価・換算差額等                  

その他有価証券評価 
差額金 

   ― ―  2 0.0  ― ― 

評価・換算差額等合計    ― ―  2 0.0  ― ― 

純資産合計    ― ―  13,660 42.5  ― ― 

負債・純資産合計    ― ―  32,133 100.0  ― ― 



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

営業収益                     

受入手数料     2,016     1,125     4,698   

委託手数料   1,691     998     3,966     

引受け・売出し 
手数料 

  233     4     435     

募集・売出しの 
取扱手数料 

  47     84     220     

その他   45     38     74     

トレーディング損益 ※１   550     449     1,028   

金融収益     110     199     230   

その他の営業収益     265     174     392   

営業収益計     2,943 100.0   1,949 100.0   6,350 100.0 

金融費用     40 1.4   37 1.9   81 1.3 

純営業収益     2,902 98.6   1,911 98.1   6,269 98.7 

販売費・一般管理費                     

取引関係費   198     167     387     

人件費   1,117     944     2,258     

不動産関係費   168     263     349     

事務費   106     126     222     

減価償却費 ※２ 12     22     45     

租税公課   19     28     56     

その他   78     56     128     

販売費・一般 
管理費計 

    1,702 57.8   1,609 82.6   3,448 54.3 

営業利益     1,199 40.8   301 15.5   2,820 44.4 

営業外収益 ※３   4 0.1   3 0.2   7 0.1 

営業外費用 ※４   6 0.2   1 0.1   94 1.5 

経常利益     1,197 40.7   303 15.6   2,732 43.0 

特別利益                     

投資有価証券売却益   0     ―     0     

証券取引責任準備金 
戻入 

  ―     0     ―     

貸倒引当金戻入   9     ―     8     

特別利益 計     9 0.3   0 0.0   8 0.1 

特別損失                     

固定資産処分損 ※５ 25     33     44     

減損損失 ※６ 32     ―     32     

証券取引責任準備金 
繰入れ 

  8     ―     1     

その他   6     ―     6     

特別損失 計     73 2.5   33 1.7   84 1.3 

税引前中間(当期)純利益     1,133 38.5   270 13.9   2,656 41.8 

法人税、住民税及び 
事業税 

※７ 703     6     1,347     

法人税等調整額   △141 562 19.1 111 118 6.1 △112 1,235 19.4 

中間（当期）純利益     571 19.4   152 7.8   1,421 22.4 

前期繰越利益     383     ―     383   

中間（当期）未処分利益     955     ―     1,805   



③【中間株主資本等変動計算書】 

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）  

 

株主資本  

資本金  

資本剰余金 利益剰余金  

株主資本 
合計  資本 

準備金  

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計  別途積立金

繰越利益 
剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

        （百万円) 
5,954 5,056 5,056 86 984 1,805 2,876 13,887 

中間会計期間中の変動額         

  剰余金の配当（注）           △382 △382 △382 

  中間純利益           152 152 152 

  株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

                

 中間会計期間中の変動額

合計    （百万円） 
― ― ― ― ― △230 △230 △230 

 平成18年９月30日 残高 

      （百万円） 
5,954 5,056 5,056 86 984 1,575 2,646 13,657 

 

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計  

 平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
4 4 13,891 

 中間会計期間中の変動額    

  剰余金の配当（注）     △382 

  中間純利益     152 

  株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△1 △1 △1 

 中間会計期間中の変動額 

合計    （百万円） 
△1 △1 △231 

 平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
2 2 13,660 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー         

税引前中間（当期）純利益   1,133 270 2,656 

減価償却費   12 22 45 

減損損失   32 ― 32 

貸倒引当金増減額（△は減少額）   △9 0 △8 

証券取引責任準備金増減額（△は減少
額） 

  8 △0 1 

退職給付引当金増減額（△は減少額）   4 △1 11 

役員退職慰労引当金増減額（△は減少
額） 

  △132 ― △132 

役員賞与引当金増減額（△は減少額）   △96 △109 △3 

固定資産処分損   15 25 20 

投資有価証券売却益   △0 ― △0 

受取利息及び受取配当金   △12 △46 △13 

新株発行費   ― ― 46 

株式公開関連費用    ― ― 43 

顧客分別金信託の増減額（△は増加額）   △4,199 1,190 △1,537 

トレーディング商品の増減額   608 ― 608 

約定見返勘定の増減額（△は減少額）   △676 △0 △608 

信用取引資産の増減額（△は増加額）   △2,170 △6,432 △3,381 

信用取引負債の増減額（△は減少額）   2,195 5,607 △3,865 

立替金の増減額（△は増加額）   △3 △0 △1 

短期差入保証金の増減額（△は増加額）   0 20 △29 

貸付金の増減額（△は増加額）   △3 2 △8 

預り金の増減額（△は減少額）   3,992 △823 1,281 

受入保証金の増減額（△は減少額）   548 △415 550 

未払費用の増減額（△は減少額）   303 △128 79 

長期未収入金の増減額   0 0 1 

長期未払金の増減額（△は減少額）   136 △20 136 

その他   △63 △109 △153 

小計   1,623 △946 △4,228 

利息及び配当金の受取額   12 46 13 

株式公開関連費用の支払額   ― △6 △37 

法人税等の支払額   △251 △1,215 △395 

営業活動によるキャッシュ・フロー   1,384 △2,122 △4,648 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー         

有形及び無形固定資産の取得による支出   △27 △125 △149 

投資有価証券の売却による収入   0 ― 0 

長期差入保証金の返還による収入   1 4 32 

長期差入保証金の差入による支出   △16 △40 △83 

長期貸付金による支出   ― ― △8 

その他   △0 3 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △42 △158 △208 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー         

株式の発行による収入   ― ― 7,875 

配当金の支払額   △350 △377 △350 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △350 △377 7,524 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少
額） 

  991 △2,657 2,667 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   2,107 4,775 2,107 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残
高 

  3,099 2,117 4,775 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．トレーディングに関する

有価証券等の評価基準及

び評価方法 

トレーディング商品（売買目的有

価証券）及びデリバティブ取引等

については、時価法（売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。 

同  左 同  左 

２．トレーディング関連以外

の有価証券等の評価基準

及び評価方法 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

時価をもって貸借対照表価額と

し、取得原価（移動平均法によ

り算定）との評価差額を全部資

本直入する方法によっておりま

す。 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

時価をもって貸借対照表価額と

し、取得原価（移動平均法によ

り算定）との評価差額を全部純

資産直入する方法によっており

ます。 

その他有価証券 

・時価のあるもの 

時価をもって貸借対照表価額と

し、取得原価（移動平均法によ

り算定）との評価差額を全部資

本直入する方法によっておりま

す。 

  

  

・時価のないもの 

移動平均法による原価法によっ

ております。 

・時価のないもの 

同  左 

・時価のないもの 

同  左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は下記の

とおりであります。 

建物     ８年～50年 

器具及び備品 ４年～15年 

(1）有形固定資産 

同  左 

  

  

  

(1）有形固定資産 

同  左 

  

  

(2）無形固定資産 

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

(2）無形固定資産 

同  左 

(2）無形固定資産 

同  左 

４．繰延資産の処理方法 

  

─ 

  

─ 

  

・新株発行費 

支出時に全額費用として処理し

ております。 

５．引当金及び準備金の計上

基準 

(1）貸倒引当金 

貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については、

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討

し回収不能見込額を計上して

おります。 

(1）貸倒引当金 

同  左 

(1）貸倒引当金 

同  左 

  

  

(2）役員賞与引当金 

定時株主総会での承認を条件

に支給される役員賞与に備え

るため、当中間会計期間発生

額を計上しております。 

(2）役員賞与引当金 

同  左 

(2）役員賞与引当金 

定時株主総会での承認を条件

に支給される役員賞与に備え

るため、当期発生額を計上し

ております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、「退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）」（日

本公認会計士協会会計制度委

員会報告第13号平成11年９月

14日）に定める簡便法に基づ

き自己都合退職による当中間

会計期間末要支給額の100％

を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同  左 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、「退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）」（日

本公認会計士協会会計制度委

員会報告第13号平成11年９月

14日）に定める簡便法に基づ

き自己都合退職による期末要

支給額の100％を計上しており

ます。 

  

  

(4）証券取引責任準備金 

証券事故による損失に備える

ため、証券取引法第51条及び

「証券会社に関する内閣府

令」第35条の定めるところに

より算出した額を計上してお

ります。 

(4）証券取引責任準備金 

同  左 

(4）証券取引責任準備金 

同  左 

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

同  左 同  左 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期

的な投資を資金の範囲としており

ます。 

同  左 同  左 

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

なお、仮受消費税等と控除対象の

仮払消費税等は相殺し、その差額

を「その他の流動負債」に含めて

表示しております。 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

なお、仮受消費税等と控除対象の

仮払消費税等は相殺し、その差額

を「その他の流動資産」に含めて

表示しております。 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月９日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

13,660百万円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 ― 

  （ストック・オプション等に関する会計基

準） 

当中間会計期間より「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準第８号

平成17年12月27日）及び「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号平成18年５月31日）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  



（追加情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（役員退職慰労引当金） 

役員退職慰労引当金については従来内規に基

づき算出した要支給額を計上しておりました

が、経営改革の一環として役員の報酬体系の

見直しを行い平成17年６月28日開催の第46期

定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労

金制度を廃止しました。これにより、貸借対

照表に計上しておりました「役員退職慰労引

当金」の前事業年度末残高と制度廃止までの

必要額の合計額を「長期未払金」に振替えて

おります。 

 ― 

  

（役員退職慰労引当金） 

役員退職慰労引当金については従来内規に基

づき算出した要支給額を計上しておりました

が、経営改革の一環として役員の報酬体系の

見直しを行い平成17年６月２８日開催の第46

期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰

労金制度を廃止しました。これにより、貸借

対照表に計上しておりました「役員退職慰労

引当金」の前事業年度末残高と制度廃止まで

の必要額の合計額を「長期未払金」に振替え

ております。 

  

  

  

  

（スプレッド方式による新株発行） 

平成18年３月５日付有償一般募集による新株

式の発行は、引受証券会社が引受価額で買取

引受を行い、これを引受価額と異なる募集価

額（発行価格）で一般投資家に販売するスプ

レッド方式によっております。 

スプレッド方式では募集価額（発行価格）と

引受価額との差額が、引受証券会社に対する

事実上の引受手数料となることから、当社か

ら引受証券会社への引受手数料の支払はあり

ません。当該新株発行に係る募集価額（発行

価格）の総額と引受価額の総額との差額は

578百万円であり、引受価額と同一の発行価

格で一般投資家に販売する従来の方式であれ

ば、新株発行費として処理されていたもので

あります。 

このため、従来の方式によった場合に比べ、

新株発行費の額と資本金及び資本準備金合計

額はそれぞれ578百万円少なく、経常利益及

び税引前当期純利益は同額多く計上されてお

ります。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産から控除した減価償却累

計額は、134百万円であります。 

※１．有形固定資産から控除した減価償却累

計額は、155百万円であります。 

※１．有形固定資産から控除した減価償却累

計額は、163百万円であります。 

※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況 

被担保債務 担保に供されている資産 

科目 
中間期
末残高 
(百万円) 

投資
有価
証券 
(百万
円) 

保管有
価証券 
(百万円) 

計 
(百万円) 

信用
取引
借入
金 

10,108 ― 2,146 2,146 

短期
借入
金 

― 316 ― 316 

計 10,108 316 2,146 2,463 

被担保債務 担保に供されている資産 

科目 
中間期
末残高 
(百万円)

投資有
価証券 
(百万円)

保管有
価証券 
(百万円)

計 
(百万円)

信用
取引
借入
金 

10,407 ― ― ―

短期
借入
金 

― 316 ― 316

計 10,407 316 ― 316

被担保債務 担保に供されている資産 

科目 
期末残
高 
(百万円) 

投資有
価証券 
(百万円) 

保管有
価証券 
(百万円) 

計 
(百万円)

信用
取引
借入
金 

4,582 ― ― ―

短期
借入
金 

― 316 ― 316

計 4,582 316 ― 316

（注）１．上記表の金額は、中間貸借対照表

計上額によっております。 

２．保管有価証券は中間貸借対照表に

計上しておりません。 

３．上記のほか、信用取引の自己融資

見返り株券を信用取引借入金の担

保として2,255百万円、発行日取

引差入証拠金の代用として６百万

円を差入れております。また、保

管有価証券104百万円を先物取引

売買証拠金の代用として差入れて

おります。 

（注）１．上記表の金額は、中間貸借対照表

計上額によっております。 

２．保管有価証券は中間貸借対照表に

計上しておりません。 

３．上記のほか、信用取引の自己融資

見返り株券を信用取引借入金の担

保として4,912百万円、保管有価

証券123百万円を先物取引売買証

拠金の代用として差入れておりま

す。 

（注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上

額によっております。 

２．保管有価証券は貸借対照表に計上

しておりません。 

３．上記のほか、信用取引の自己融資

見返り株券を信用取引借入金の担

保として3,310百万円、保管有価

証券116百万円を先物取引売買証

拠金の代用として差入れておりま

す。 

担保として差入れた又は受入れた有価

証券の時価額は以下のとおりでありま

す。 

担保として差入れた又は受入れた有価

証券の時価額は以下のとおりでありま

す。 

担保として差入れた又は受入れた有価

証券の時価額は以下のとおりでありま

す。 

項目 
金額 

（百万円） 

差入れた有価証券  

信用取引貸証券 963 

信用取引借入金の本担保証
券 

10,402 

差入保証金代用有価証券 2,146 

受入れた有価証券  

信用取引貸付金の本担保証
券 

14,371 

信用取引借証券 574 

受入証拠金代用有価証券 104 

受入保証金代用有価証券 11,482 

項目 
金額 

（百万円） 

差入れた有価証券 

信用取引貸証券 79

信用取引借入金の本担保証
券 

10,866

差入保証金代用有価証券 ―

受入れた有価証券 

信用取引貸付金の本担保証
券 

20,254

信用取引借証券 67

受入証拠金代用有価証券 123

受入保証金代用有価証券 16,161

項目 
金額 

（百万円） 

差入れた有価証券 

信用取引貸証券 306

信用取引借入金の本担保証
券 

4,728

差入保証金代用有価証券 ―

受入れた有価証券 

信用取引貸付金の本担保証
券 

15,110

信用取引借証券 126

受入証拠金代用有価証券 116

受入保証金代用有価証券 16,583

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の

未納付額 

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の

未納付額 

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の

未納付額 

法人税 487百万円

住民税 104 

事業税 122 

計 714 

住民税 3百万円

事業税 15 

計 19 

法人税 826百万円

住民税 175 

事業税 243 

計 1,245 

 



前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項は、次のとおりであります。 

証券取引責任準備金 

証券取引法第51条 

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項は、次のとおりであります。 

同  左 

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項は、次のとおりであります。 

同  左 

―   ５．当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関４行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

 なお、前中間会計期間末における借

入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの

総額 

3,125 百万円 

借入実行残高 ―  

差引額  3,125  

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの

総額 

1,125 百万円 

借入実行残高 ―  

差引額  1,125  

―  



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳 

区分 
実現損益 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円) 

株券等トレ
ーディング
損益 

43 ― 43 

債券等・そ
の他のトレ
ーディング
損益 

506 ― 506 

  
債券等ト
レーディ
ング損益 

506 ― 506 

  

その他の
トレーデ
ィング損
益 

― ― ― 

計 550 ― 550 

区分 
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計 
(百万円)

株券等トレ
ーディング
損益 

3 ― 3

債券等・そ
の他のトレ
ーディング
損益 

446 ― 446

  
債券等ト
レーディ
ング損益 

446 ― 446

  

その他の
トレーデ
ィング損
益 

― ― ―

計 449 ― 449

区分 
実現損益 
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

計 
(百万円)

株券等トレ
ーディング
損益 

47 ― 47

債券等・そ
の他のトレ
ーディング
損益 

981 ― 981

債券等ト
レーディ
ング損益 

981 ― 981

その他の
トレーデ
ィング損
益 

― ― ―

計 1,028 ― 1,028

※２．当中間会計期間に実施した減価償却費

は、次のとおりであります。 

※２．当中間会計期間に実施した減価償却費

は、次のとおりであります。 

※２．当事業年度に実施した減価償却費は、

次のとおりであります。 

  百万円

有形固定資産 8  

無形固定資産 3  

長期前払費用 0  

計 12  

  百万円

有形固定資産 17  

無形固定資産 4  

長期前払費用 1  

計 22  

  百万円

有形固定資産 39  

無形固定資産 5  

長期前払費用 0  

計 45  

※３．営業外収益 

営業外収益の主な内容は、為替差益３

百万円等であります。 

※３．営業外収益 

営業外収益の主な内容は、為替差益１

百万円等であります。 

※３．営業外収益 

営業外収益の主な内容は、為替差益４

百万円、雑益２百万円であります。 

※４．営業外費用 

営業外費用の主な内容は、株式公開関

連費用５百万円等であります。 

※４．営業外費用 

営業外費用の主な内容は、遊休資産の

管理費１百万円等であります。 

※４．営業外費用 

営業外費用の主な内容は、繰延資産

（新株発行費）償却費46百万円、株式

公開関連費用43百万円等であります。 

※５．固定資産処分損 

店舗統廃合に伴う除却等によるもので

あります。 

※５．固定資産処分損 

店舗増床によるレイアウト変更等に伴

う除却等によるものであります。 

※５．固定資産処分損 

店舗統廃合に伴う除却等によるもので

あります。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※６．減損損失 

当社は当中間会計期間において、以下

の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。 

─ 

  

※６．減損損失 

当社は当事業年度において以下の資産

グループについて減損損失を計上いた

しました。 

場所 用途 種類 
減損損失金額 
（百万円） 

神戸市 
灘区 

遊休資産 
土地 24 

建物 8 

合計 32 

 
場所 用途 種類 

減損損失金額
（百万円） 

神戸市 
灘区 

遊休資産 
土地 24 

建物 8 

合計 32 

当社は、営業用店舗につきましては店

舗毎に継続的な収支の把握を行ってい

ることから本店及び各支店をグルーピ

ングの最小単位としております。ま

た、賃貸用不動産及び遊休資産につき

ましては各資産をグルーピングの最小

単位としております。上記物件につき

ましては、店舗の統廃合を進めたこと

により、新たに遊休状態となりました

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に32百万円計上いたしました。

なお、遊休資産の回収可能価額につき

ましては、正味売却価額により測定し

ており、路線価を基に実勢価額を加味

して測定しております。 

 当社は、営業用店舗につきましては店

舗毎に継続的な収支の把握を行ってい

ることから本店及び各支店をグルーピ

ングの最小単位としております。ま

た、賃貸用不動産及び遊休資産につき

ましては各資産をグルーピングの最小

単位としております。上記物件につき

ましては、店舗の統廃合を進めたこと

により、新たに遊休状態となりました

ため、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に32百万円計上いたしました。

なお、遊休資産の回収可能価額につき

ましては、正味売却価額により測定し

ており、路線価を基に実勢価額を加味

して測定しております。 

※７．法人税、住民税及び事業税 ※７．法人税、住民税及び事業税 ※７．法人税、住民税及び事業税 

法人税 489百万円

住民税 104 

事業税 109 

計 703 

法人税 2百万円

住民税 3 

事業税 0 

計 6 

法人税 928百万円

住民税 199 

事業税 219 

計 1,347 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(注）１株当たり配当額は普通配当5,000円、株式上場記念配当1,000円であります。 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 

  前事業年度末株式数 
当中間会計期間 

増加株式数 

当中間会計期間 

減少株式数 

当中間会計期間末 

株式数 

   （株）  （株）  （株）  （株） 

 発行済株式     

   普通株式 63,720 ― ― 63,720 

合計 63,720 ― ― 63,720 

 自己株式         

   普通株式 ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 382 (注）6,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日 



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在）     百万円 （平成18年９月30日現在）     百万円 （平成18年３月31日現在）     百万円 

現金・預金勘定 706

預託金勘定 12,981

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金 
△149

顧客分別金信託 △10,438

現金及び現金同等物 3,099

現金・預金勘定 566

預託金勘定 8,388

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金 
△250

顧客分別金信託 △6,586

現金及び現金同等物 2,117

現金・預金勘定 514

預託金勘定 12,276

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金 
△239

顧客分別金信託 △7,777

現金及び現金同等物 4,775

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記 

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記 

（借主側） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

に係る注記 

（借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

器具・備品   百万円

取得価額相当額 47  

減価償却累計額相当額 18  

中間期末残高相当額 29  

器具・備品  百万円

取得価額相当額 60  

減価償却累計額相当額 21  

中間期末残高相当額 38  

器具・備品   百万円

取得価額相当額 55  

減価償却累計額相当額 20  

期末残高相当額 34  

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

  百万円

１年内 8  

１年超 21  

合計 29  

  百万円

１年内 11  

１年超 27  

合計 39  

  百万円

１年内 10  

１年超 25  

合計 35  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

  百万円

支払リース料 4  

減価償却費相当額 4  

支払利息相当額 0  

  百万円

支払リース料 5  

減価償却費相当額 5  

支払利息相当額 0  

  百万円

支払リース料 9  

減価償却費相当額 9  

支払利息相当額 0  

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については利息法によってお

ります。 

５．利息相当額の算定方法 

同  左 

５．利息相当額の算定方法 

同  左 



（有価証券及びデリバティブ取引の状況） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

１．トレーディングに係るもの 

売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２．トレーディングに係るもの以外 

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(3）その他有価証券で時価のあるもの 

(4）時価評価されていない有価証券 

① 満期保有目的の債券 

 該当事項はありません。 

② 子会社株式及び関連会社株式 

 該当事項はありません。 

③ その他有価証券 

(5）デリバティブ取引の時価等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

区分 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 3 7 3 

合計 3 7 3 

内容 中間貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 324 



当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１．トレーディングに係るもの 

売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２．トレーディングに係るもの以外 

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(3）その他有価証券で時価のあるもの 

(4）時価評価されていない有価証券 

① 満期保有目的の債券 

 該当事項はありません。 

② 子会社株式及び関連会社株式 

 該当事項はありません。 

③ その他有価証券 

(5）デリバティブ取引の時価等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

区分 取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 3 7 4 

合計 3 7 4 

内容 中間貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 324 



前事業年度末（平成18年３月31日） 

１．トレーディングに係るもの 

売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２．トレーディングに係るもの以外 

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(3）その他有価証券で時価のあるもの 

(4）時価評価されていない有価証券 

① 満期保有目的の債券 

 該当事項はありません。 

② 子会社株式及び関連会社株式 

 該当事項はありません。 

③ その他有価証券 

(5）デリバティブ取引の時価等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。 

（ストック・オプション等関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）、当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成

18年９月30日）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 

次へ 

区分 取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

株式 3 10 7 

合計 3 10 7 

内容 貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 324 



（１株当たり情報） 

 平成17年８月１日に普通株式100株を１株に併合いたしましたので、前中間会計期間（自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日）及び前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）に関する１株当たりの

数値につきましては期初に遡及して表示しております。 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、新株予約権残高

はありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できませ

んので記載しておりません。 

平成17年８月１日に普通株式100株を

１株に併合いたしました。 

なお、当該株式併合が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情

報については、それぞれ以下のとお

りとなります。 

１株当たり純資産額 109,547円98銭

１株当たり中間純利

益金額 
12,234円35銭

前事業年度 

１株当たり純資産額 104,791円96銭 

１株当たり当期純利益

金額 
29,653円57銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
―円 

１株当たり純資産額 214,381円92銭

１株当たり中間純利

益金額 
2,390円39銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額 

 2,319円30銭

平成17年８月１日に普通株式100株を

１株に併合いたしました。 

なお、当該株式併合が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情

報については、それぞれ以下のとお

りとなります。 

１株当たり純資産額 218,015円72銭

１株当たり当期純利

益金額 
29,627円32銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額 

28,617円49銭

前事業年度 

１株当たり純資産額 104,791円96銭 

１株当たり当期純利益

金額 
29,653円57銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
―円 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間（当期）純利益 （百万円） 571 152 1,421 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ― ― ― 

（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―) (―) 

普通株式に係る中間（当

期）純利益 
（百万円） 571 152 1,421 

期中平均株式数 （株） 46,720 63,720 47,978 

     

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（百万円）       

中間（当期）純利益調整額 （百万円） ― ― ― 

普通株式増加数   （株） ― 1,953 1,693 

（うち新株予約権）    (―) (1,953) (1,693) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要  

―  ― ― 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（新株予約権の発行） 

 平成17年９月26日開催の臨時株主

総会で決議した商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づくストック

オプションとしての新株予約権の発

行について、平成17年12月28日開催

の当社取締役会において発行内容を

決議し、下記のとおり発行いたしま

した。 

─ 

  

 ─ 

  

１．新株予約権の発行日 

平成17年12月29日 

  

  

  

  

２．新株予約権の発行数 

263個 

  

  

  

  

３．新株予約権の発行価額 

無償 

  

  

  

  

４．新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

普通株式263株（新株予約権１個

当たり１株） 

  

  

  

  

５．新株予約権の行使に際しての払

込価額 

１株当たり137,000円 

  

  

  

  

６．新株予約権の行使期間 

自 平成19年12月29日 

至 平成24年12月28日 

  

  

  

  

  

７．新株予約権の割当を受けた者及

び数 

取締役、従業員合計 ５名 

  

  

  

  

８．新株予約権の行使の条件 

① 各新株予約権の一部行使はで

きないものとする。 

  

  

  

  

② 新株予約権は、発行時に割当

を受けた新株予約権者及びそ

の者から相続によって新株予

約権を取得した者において、

これを行使することを要す

る。 

    

③ 新株予約権は、当社の取締

役、監査役、顧問、嘱託社

員、従業員の地位にある者に

おいて行うことを要する。た

だし、取締役会で承認された

者及び権利承継者については

この限りでない。 

    

 



前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

９．新株予約権の譲渡に関する事項 

取締役会の承認を要する。 

（注）新株予約権発行後、当社が株

式の分割又は併合を行う場

合、行使価額は分割又は併合

の比率に応じ次の算式により

調整するものとし、調整によ

り生じる１円未満の端数は切

り上げる。 

─ 

  

  

 ─ 

  

  

調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率 

   

また、当社がこの行使価額を

下回る払込金額で新株式の発

行（新株予約権の行使により

新株式を発行する場合を除

く。）を行うときは、次の算

式により調整するものとし、

調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

    

調整後行使

価額 
＝ 

既発行株式数×調整前行使価額＋ 

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

既発行株式数＋新規発行株式数 

   



(2）【その他】 

① 証券取引等監視委員会の検査結果に基づく勧告について 

 当社は、平成18年12月19日付で証券取引等監視委員会より下記のとおりの検査結果通知書を受領いたしまし

た。 

１．勧告の内容 

 証券取引等監視委員会は、ＫＯＢＥ証券株式会社（大阪市北区、代表取締役社長 石松 幸友、資本金59.5億

円、役職員226名）を検査した結果、下記のとおり当該証券会社の使用人に係る法令違反の事実及び当該証券

会社の役員に係る外務員の職務に関する著しく不適当な行為の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及

び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第１項の規定に基づき、適切な措置を講ずるよう勧告した。 

２．事実関係 

(1）証券会社の職員による投機的利益の追求を目的とした有価証券の売買 

 ＫＯＢＥ証券株式会社 第三営業本部長（当時）は平成15年11月14日、妻が唯一の取締役を務める有限会社

の名義で当社に証券取引口座を開設した上で、平成15年11月17日から平成17年６月14日までの間、当該口座を

利用して、自ら銘柄、株数、価格及び売買の別を決定し、当該決定に基づく注文を当社の担当者に対して発注

することにより、専ら投機的利益の追求を目的として株式の売買を行った。 

 当該使用人が行った上記行為は、証券取引法第42条第１項第10号（平成17年４月１日以降の行為について。

なお、平成17年３月31日以前の行為については、平成16年法律第97号による改正前の同法第42条第１項第９

号。）に基づく証券会社の行為規則等に関する内閣府令第4条第5号に規定する「証券会社の使用人が、専ら投

機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をする行為」に該当するものと認められる。 

(2）社内規則で定められた配分禁止顧客への新規公開株式の配分 

 ＫＯＢＥ証券株式会社 代表取締役社長（当時）は、平成16年３月、当社が主幹事会社としてその新規公開

に関与した株式会社の新規公開株式について、当社における配分上限株式数である10株を、社内規則により配

分が禁止されていた当該役員の親族である同人の妻の姉に対して配分するよう、当該妻の姉を担当していた当

社の営業員に指示し、当該妻の姉をして同株式10株を取得させた。また、当該役員は、平成16年３月、当該新

規公開株式10株を、妻の父に対して配分するよう、当該妻の父を担当していた当社の営業員に指示し、当該妻

の父をして同株式10株を取得させた。 

 当該役員が行った上記行為は、新規公開株式等の公平な配分を目的として設けられた日本証券業協会平成９

年８月８日付理事会決議「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分について」中の「会員は、引受けを

行った株券等の配分に関して、配分禁止顧客等について規定した社内規則を遵守す」べき旨の規定（同決議

３.（1）（平成16年３月当時））に違反するものと認められる。また、上記行為は、当該役員の役職、当該新

規公開株式の配分先等からして、証券取引法第64条の５第１項第２号に規定する「外務員の職務に関する著し

く不適当な行為」に該当するものと認められる。 

② 近畿財務局の当社に対する報告書の提出命令について 

 平成18年12月19日、証券取引等監視委員会より、当社に通知した検査結果に係る問題点に関し、証券取引法第

59条第１項の規定に基づき平成18年12月22日、近畿財務局より報告書の提出命令を受けました。 

 命令内容は、通知した問題点に係る事実認識、発生原因分析、改善・対応策を明記し、平成19年１月22日(月)

までに報告することとなっております。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書 

事業年度（第47期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月29日関東財務局長に提出 

(2）臨時報告書 

平成18年12月22日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 

(3）臨時報告書 

平成18年12月28日関東財務局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書でありま

す。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年１月30日 

ＫＯＢＥ証券株式会社  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 山本 和夫  印 

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 西田 英樹  印 

 業務執行社員  公認会計士 出口 賢二  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＫＯＢ

Ｅ証券株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第47期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から

平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー

計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ＫＯＢＥ証券株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

 

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年９月26日開催の臨時株主総会で決議した商法第280条ノ20及

び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションとしての新株予約権の発行について、平成17年12月28日開催の取締役

会において発行内容を決議し、新株予約権を発行した。  

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 



独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年12月28日 

ＫＯＢＥ証券株式会社  

 取締役会 御中    

 新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 石原 良一  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 出口 賢二  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＫＯＢ

Ｅ証券株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第48期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書

及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ＫＯＢＥ証券株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。 
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